
福 指 監 第601号

平成20年9月 呂 日

関 係 団 体 の 長 様

北海道保健福祉部福祉局指導監査課長

r指定居宅サー ビスに要す る費用 の額 の算定に関す る基琳 〔訪問通所

サー ビス、居宅瞭養管理指導及 び福祉 用具貸 与に係 る部分}及 び指定

居宅 介護支援 に要する費用の額 の算定 に関す る甚準の制 定に伴 う突施

上の留意事項 につ いて」等の一・部改 正 について

この こ とについ て、別添の とお り厚 生労働省老健局計画課長 、振 興課長 、老人保

健 課畏 か ら適知が あ りま したのでお知 らせ します.

際 難雛 馴



'《》 ノ

⑤
老 計 発 第0901001号

老 振 発 第0901001号

老 老 発 第ogoloo1号 ・

平 成20年9月lH

各都道府県介護保険主管部 帽)長 殿

、厚生労働省老健局計 画 課

蜘網
盧瞬L'

罐胆i巽

振 興 課

1畢蜥 催ll薗

鵬 匙
三羅躊凹蚤

一臆

1指定居宅サー ビスに要す る費用の額の算定に関す る甚推(訪 問通所サー ビス、居宅辮接

管理指導及び福祉用具貸 与に係る部分)及 び指定居宅介護支援に要する貨用の額の算定に

闇する基準の制定に伴 う実施上の留意事項にっいて」等の一部改正について

r指定居宅サー ビス等の 事業 の人 員、設備及 び運営 に関す る基 準等の一部 を改 正す る1省

令 」(平 成20年 厚 生 労働 省 令第135号)、r養 護 老 人ホー一ムの設備 及び運営 に関す る毬準箏

〔 ・部 を改正す る省令」(平 成20年 厚 生労働省令 第137号 〕及び 「厚生労働 大臣が 定酌る

者 等の一部 を改 正す る件 」(平 成20年 厚 生労働 省告示 第440号}が 公布 され 、本 日か ら施

行 され ること とな った ことに伴 い、「指定居宅サ ー ビスに要す る費 用の額 の算 定に 関す る基

準(訪 問 逓所サ ー ビス、居宅療養 管理指導 及び福祉用 具貸与 に係 る部分)及 び指 定居 宅介

讃支援に 要す る費用 の額 の算 定に関す る碁 準の制 定に伴 う実施上 の留意 事項 につ いて(平

成 ユ2年3月1日 老 企第36号 厚 生省 老人保健 福祉局企画課 長通知)」等 の一部 を別紐 の と

お り改正 し.本 日よ り適用 す る ことと したので 、御 了知 の上 、管 内市町 村(政 令指 定都 市

を含 む。}、闇係 団体 、関係 機 関等 にその周知徹 底 を図 るとと もに 、その 運用 に遺憾 のない

よ うに され たい.

なお 、今回 の改 正 は、事務 手続 の重複 等 につ き.介 護 従事 者の負担軽減 等の観 点か ら見

直 しを行 うもので あ り、適 切 なサー ビスの提供 の確保 のために必 要な研修 等の車務 につい

ては、今後、とも従 前 どお り適 切 な運 用 を図 られ たい.



記

1指 定居宅サー ビスに要する費用の額の算定に開す る基摩 〔訪問通所サー ビス、濯}宅療

養搾理指導及び福祉用具貸与に係 る部分}及 び指定居宅介護支援に要する費用の額の算

・定に開する基準の制定に伴 う実施上の留意事項について 〔平成12年3月1日 老企第36

号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の 一部改正

別紙1の とお 匂改正するe

2「 指 定介護 予防 サー ビスに要す る費用の額の算 定に関す る基 準の制定に伴 う実 施,

留意 事項に つ いて」 の制 定及 びt指 定 居宅サー ビスに要す る費用 の額の算 定に開 す る基

準(訪 問通所 サー ビス及 び居宅療養 管理指 導に係 る部分)及 び指 定居宅介 護 支援 に要す

る費用 の額 の 算定に閲 する甚 準の 制定 に伴 う実施 上 の留意事 項 について」等の 一部改 出

につい て{平 成IS年3月17口 老計発第03t70e1号 ・老振発第0317001号 ・老老発 第

03i70⑪且号 厚生 労働 省 老健 局計 画課長 、振 興課長 、老人保 健課 長速名 通知)の ・一部改

正

別紙2の とお 切改1Eす る・。

3指 定居宅 サー ビス等及び 指 定介護 予防サー・ttビス等に関す る基準に っいて{平 成1且 年9

月17日 老 企第25号 厚生省老 人保 健福祉 局企 画 課長通知)の 一部 改IE

別 紙 呂の とお り改正 す る。

4指 定 居宅介謹支援等 の11喫 の入員及 び運 営 に関す る基準につい て(平 成11年7月taY

日老企第 麗 号 厚生省 老人保 腿福祉 局企 画課長通 知)の 一 部改正

別紙4の とお り改正す る。

5指 定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係 る介護予防

のための効果的 な支援 の方法に関す る甚準につ いて(平 成18年3月31目 老振発第

0331003号 ・老老発第O齢1015号 厚生労働省看健局搬興課長、老人保健課長連名通知)

の一部改正

別紙5の とお り改正する。

S指 定介謹老人福祉施設の人員、設備及び運営に開する基準について{平 成12年3月

17日 老企第 如 号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知〕の一一部改正

別紙 日の とお 吻改正す る。

7介 謹老人保健施設の人員、施般及び設備並びに運営に関す る甚準について{平 成12

年3月17日 老企第44号 原生省老人保健福祉局企画課長通知)の 一部改正

別舐7の とお り改正するe



8指 定介謹療難型 医療施設 の人員 、段備及 び運 営に開す る晶準について(平 成12年3月

17旧 老企第45号 厚生省 老 人保健 福祉 局企画課長通知}の 一部改正

別紙 呂の とお り改正す る。

曾 指定地域密 着型サー ビス及 び指定地 域密着型介護 予防サー一ビスに関す る基準 にっ いて

(平成 田 年3月 訓 日老計発0331004号 ・老振発0331004号 ・老 老尭0331017号 厚生

労働省 老健局剖・画課長 、振 興課長 、老人保健課 長連名通知)の 一一部改正

別紙9の とお り改正す る。

10指 定居 宅サー ビスに要す る費用の 額 の算 定に 閲す る基 準 〔短期入所 サー ビス及び特定

施設 入居者 生活介 謹 に係 る部 分)及 び指 定施設 サー ビス等 に要す る費用 の額の算 定 に関

す る基 準の制 定に伴 う実施上 の留 意事 項につ いて(平 成12年3月 呂H老 企 第40号 厚

生省 老人保健福祉 局企 画課長通 知〕の・・一一部改 正

別紙IOの とお り改ILEする.

1正 指定地域密 着型 サー ビスに要す る費 用の額の算 定に開す る基準及び指 定地域 密着 型介

護 予防サー ビスに 要す る蟄川 の額 の算 定に関す る甚準の制定に伴 う実施 上 の留意事項 に

つ いて(平 成 旧 年 呂月3111老 計発0331005号 ・老振発0認IO帖 号 ・老老 発033101S}i一

厚 生労働省 屯健局 計画課長.帳 興課 長、老人保健 課長連 名通知)の ・一部改 正

別紙i1の とお り改1旺す る、
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業
の

人
員

、
一
設

備
最

び
浬

営
並

び
に
指

㊥
略

C4
)歯

科
衛

生
士
等

の
介

謳
予

防
居

宅
座

養
管

理
指

導
に

つ
い

て

①
～
⑤

略

⑥
歯

科
衛

生
士

等
の

行
う
介

謹
予

肪
居

宅
捺

養
管

理
指

導
に

つ
い

て
は

、
以

下

の
ア

か
ら
カ

ま
で

に
掲

げ
る

プ
冒
セ

ス
を

経
な

が
ら
実

施
す

る
こ

と

ア
～

力
略

圏



と
は
[に

一生
士

の
出

の
定

の
た

め
に
1の

「
担

を
に

し ・
は

な
い

の
と

す

匙

⑦
・
⑧

〔
5}
略

7-
v1
0略

IL
介

謳
干

防
福

祉
用

艮
貸

与
費

(D
略

{2
}要

支
援

一
又

は
蔑

支
援

二
の

者
に
係

る
指

定
介

謹
干

防
福

祉
用

具
貸

与
貫

①
算

定
の

可
否

の
判

断
基

鮪

ア
略

イ
た

だ
L、

ア
の

〔
二
)「

日
常

生
括

範
囲

に
お

け
石
移

動
の
fi
援
n:
特

に
必

要
と

語
め

ら
れ

る
者
j及

び
オ

の
{三

)「
生

活
環

境
に

お
い

て
段

差
の

解
消

〇
三必

要
と
認

め
ら
れ

る
者

」
に

つ
い

て
は

、
該

当
す

る
基

準
調

査
結

果
が

な
い

た
め

、
主

治
の

匡
師

か
ら
御

た
清

輯
濫

び
福

祉
月

具
専

門

灘
旱雑

牒
雪霧

辱鐙
灘

覆謂
難
矧

く
呂
)

12
略

ト
に

よ
り
指

定
介

護
干

防
支

援
事

業
者

が
判

断
す

る
二

と
と
な

る
、
な

お
.

こ
の

判
断

の
見

直
し
に

つ
い

て
は

、
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

記
哉

さ

れ
た

必
要

な
理

由
を

見
直

す
頗

度
(必

に
応
"て

)で
行

う
=と

と
す

る
.

ウ
略

略

⑦
・
⑧

価
)略

7～
iロ

略

【
1介

謳
子

防
醤

祉
用

具
貸

与
趾

Cl
}略

惇
}聾

支
援

一
又

は
要

支
援

二
の

者
に
偶

る
指

定
介

謹
予

防
福

祉
用

具
貸

与
費

①
算

定
の

可
否

の
判

断
基

準
ア

賂

イ
た

だ
し
、

ア
の
1二

〕
「
日

常
生

晒
範

囲
に

お
け

る
移

軸
の

支
援

が
特

に
必

要
と
認

め
ら
れ

る
者

」
及

び
オ
'の

〔三
)「

生
活

環
塊

に
お

い
て

段

誰
の

解
消

が
必

要
と
謡

め
ら
れ

る
青

」
に

っ
い

て
は

、
睡

当
す

る
基

本
調

査
結

果
が

な
い

た
勘

、
主

渚
の

医
師

か
ら

得
た

情
軸

及
び

福
祉

用
具

専
門

相
蔑

員
め

ほ
か

軽
度

者
の

状
掻

像
に

つ
い

て
適

切
な

助
言

盛
可

能
な

者
ぷ

夢
加

す
る

サ
・一

ビ
ス
担

当
者

会
搬

等
を

通
じ
た

適
切

な
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

よ
り
指

定
介

謹
予

防
支

援
事

業
者

が
判

断
9一

る
こ

と
と

な
る
eな

お
、

こ
の

判
断

の
見

直
し
に

つ
い

て
は

、
介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
記

載
さ

れ
た

必
要

な
理

由
を

見
直

す
頻

度
`く

±
〈

と
六

に
一

回
}で

行

う
こ

と
と
す

る
。

ウ
暗

醤
〕

略

t2
略

'



O指
定
居

宅
サ
ー

ビ
ス
等

最
ぴ

指
定

介
護

干
防
サ

ー
ビ
ス
等

に
間
す

る
甚

準
に
つ

い
て
{平

成

改
正

年
臼
月
17
日

老
企

第
25
号

厚
生

省
老

人
保

健
福

祉
局

企
画

無
畏

通
知
}(
抄

〕

改
正

前

第
一

賂
箪

一
・

略

第
二

略
1勇

二
略

第
三

介
護

サ
ー

ビ
ス

第
三

介
謹

サ
ー

ビ
ヌ

ー
・～

十
の

二
略

一
㌔

十
の

二
略

十
一

福
祉

用
具

貸
与

十
一一

裡
祉

用
具

貸
与

1㌔
2略

1一
一
2略

呂
運

営
に

関
す

る
基

準
ヨ

運
営

に
聞

す
る
基

畢
　

〔
1)
～

〔
2)
略

く
1)
F・

』・
〔
2〕

略

〔
3)
指

定
福

祉
用

具
貸

与
の

具
体

的
駈

撞
方

針
儲
)指

定
福

祉
用

具
貸

与
の

具
体

的
取

操
方

針

①
・
②

略
①

・
②

略

③
第
5号

は
.居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

指
定

福
祉

用
具
貸

与
h「

位
置

づ
け

ら

れ
る

場
合

、
主

治
の

医
師

か
ら

の
情

報
伝

運
及

び
サ

ー
ビ

且
担

当
者

会
議

の

結
果

を
踏

ま
え

、
介

護
支

擾
専

門
員

は
、

当
該

計
画

へ
指

定
福

祉
用

具
貸

与

の
必

要
な

理
由

の
記

載
胆

必
要

と
な

る
た

め
、

福
祉

用
具

専
門

相
韻

員
は

、

こ
れ

ら
の

サ
ー

ビ
ス
担

当
者

会
識

等
を
通

じ
て

、
福
祉

用
具

の
適

切
な

選
定

の
た

め
の

助
言

及
び

情
報

提
供

を
行

う
等

の
必

要
な

措
置

を
瞬

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
,

ま
た

、
・■
・

に
応

じ
て

介
護

支
援

専
門

員
は

、
同

様
の

圭
鎧

に
よ

り
.そ

の
必

要
な

理
由

を
記
r駐

Lた
内

容
ns
、

現
在

の
利

用
者

の
心

身
の

状

況
及

び
モ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
辱

に
照

ら
し
て

、
妥

当
な

も
の

か
ど

う
か

の
検

証
』
富必

要
と

な
る

た
め

、
福

祉
用

具
専

門
相

諌
員

は
、

サ
・一

ビ
ス

担
当

者
会

議
等

を
通

じ
て

、
福

祉
用

具
の

適
切

な
蝦

定
の

た
め

の
助

言
及

び
情

報

提
供

を
行

う
等

の
必

要
な
措

置
を

臨
じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
サ

(4
)～

(呂
〕

略

4略

十
二

略

第
四

介
護

予
防

サ
ー

ビ
且

略

介
護

予
防

の
た

め
の

勃
果

的
な

支
援

の
方

蹉
に

閥
す

る
藷

準

1～
10
略

ll
介

謹
予

防
福

祉
用

具
貸

与

(ユ
}略

③
第
5号

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス
9十

画
に

指
定

福
祉

用
具

貸
与
hl
位

置
づ

け
ら

れ
着
場

合
、

主
泊

の
医

師
か

ら
の

情
報

伝
埋

及
び

サ
ー

ビ
ス
担

当
者

会
謎

の

結
果

を
踏

ま
え

、
介

謹
支

援
専

門
員

は
、

当
該

計
画

へ
指

定
福

祉
用

具
貸

与

の
必

要
な
理

由
の

記
哉

丑
泌

要
と

な
る

た
め
,福

祉
用

具
耳

門
相

謹
員

批
、

こ
れ

ら
の

サ
ー

ビ
ス

担
当
者

会
畿

等
を

通
じ

て
、

福
祉

用
具

の
箇

切
な

遇
定

の
た

め
の

助
言

及
び

憐
輯

提
供

を
行

う
辱

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
少

な
く

と
も
六

月
に

「
回

、
介

謹
支

握
専

門
員

は
、

同
様
O王

置

き
に

よ
つ
、

そ
碑

必
要

な
理

由
を

記
載

し
た

内
容

が
、

現
在

仰
利

用
者

の
心

身
O状

況
及

び
モ

の
置

か
れ

て
い

る
環

境
等

に
照

ら
Lて

.妥
当

な
も

の
か

ど
う
か

の
撞

証
溺

必
要

と
な

る
た

め
、

福
祉

用
具

専
門

相
嵌

員
は

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

等
を

通
じ

て
、

福
祉

用
具

の
適

切
な

避
定

の
た

め
の

助
言

及

び
楕

報
提

供
を
行

う
等

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
.

{4
)G
幅
)略

・

4略

十
二

略

第
四

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ヱ

ー
一㌔

二
略

三
介

頴
子

蹄
の

た
め

の
効

果
的

な
支

援
O方

法
に

聞
す

る
基

準

li
-1
e略

】
1♪

謹
予

防
癌

祉
用

具
貸

与

〔
1〕

略
國



C2
)指

定
介

謹
予

防
幅
'z
用

具
貸

与
の

具
体

ご
諏

掻
方

針

①
蝉

③
略

④
第

岳
号

は
、

介
謹

予
防

サ
ー
一
ビ

只
計

画
に

指
定

介
護

予
防

垣
祉

用
具
貸

与
齢

位
置

づ
け

ら
れ

る
場

合
、

主
泊

の
医

師
等

か
ら
の

情
報

伝
垂

及
び

サ
ー

ビ
ス

担
当
者

会
議

の
結

果
を
踏

ま
此

、
指

定
介

謹
予

防
支

援
等

基
莚

第

2条
に

規
定

す
る

担
当

職
員

似
下

③
に

担
い

て
f担

当
職

員
」

と
い

う

。
)は

、
当
謹

計
画

へ
指

定
介

謳
予

防
福

祉
用

具
貸

与
の

必
要

な
理

由
の

記
侃

証
必

要
と

な
る

た
め

、
福

祉
用

具
専

門
相

醗
員

は
、

こ
れ

ら
の

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

畿
等

を
通

じ
て

、
「利

用
者

の
自
立

の
可

能
性

を
最

大
隈

引
き

出
す

支
援

を
行

う
」

こ
と

を
基

本
と

し
て
.福

祉
用

具
の

適
切

な
遊

定
の

た
め

の
助

言
及

び
情

報
提

供
を
行

う
等

の
必

要
な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ま
た

、
必

要
に

応
一じ

て
随

時
、

担
当

職
員

は
、

同
様

の
垂

鐘
に

よ
り
、

そ
の

必
要

な
理

由
を
記

載
し

た
内

容
泄
,現

在
の

利
用

者
の

心
身

の
状

況

及
び

モ
の

置
か

れ
て

い
る
環

境
箪

に
照

ら
Lて

、
妥

当
な

も
の

か
ど

う
か

の
検

証
が

必
要

と
な

る
た

め
.福

祉
用

具
車

門
相

険
員

は
、

サ
ー

ビ
ス

担

当
者

会
議

等
を

通
じ
て

、
福

祉
用

具
の

適
切

な
選

定
の

た
め

の
切

言
及

び

情
報

提
供

を
行

う
等

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
、

12
略

一

12
略

指
定

介
謝

干
防

福
'円

具
雪

力
具

体
的

融
扱

方
針

つ
～

③
臨

㊧
第

弓
号

は
、

介
護

子
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
指

定
介

誰
予

防
福

祉
用

具
貸

与
オ
1位

置
づ

け
ら
れ

る
場

合
、

圭
治

の
医

師
等

か
ら
の

情
韓

伝
達

及
び

サ
ー

ビ
ス
担

当
者

会
識

の
結

果
を

踏
ま

え
、

指
定

介
護

予
防

支
援

等
基

準
第

2灸
に

規
定
す

る
担

当
職

員
似

下
③

に
お

い
て

「担
当
職

員
」

と
い

う

4)
1ま

、
当
該

計
画

へ
指

定
介

護
予

防
福

祉
用

具
貸

与
の

必
要

な
理

由
の

記
齪

茄
必

要
と

な
る

た
め

、
福

祉
用

具
専

門
相

譲
員

は
、

こ
れ

ら
の

サ
ー

ビ
ス
担

当
者

金
識

等
を

通
じ
て

、
「利

用
春

の
自
立

の
可

能
性

を
最

大
限

引
き

出
す

支
援

を
行

う
」

こ
と

を
基

本
と

し
て
.福

祉
用

具
の

適
切

な
選

定
の

た
め

の
助

言
艮

び
情

報
提

供
を

行
う
等

の
必

異
な
措

匿
を

訴
じ

な
け

乱
ば

な
ら
な

い
。

ま
た
.少

な
く

と
も
六

月
1こ

一
回

、
必

要
斗こ

応
じ

て
随

日寺
、

キ旦
当
職

員

は
、

同
様
O圭

髭
に

よ
坦
、

そ
の

必
要

な
理

由
を

記
載

し
た

内
霧

距
、

現
在

の
利

用
者

の
心

身
の

状
況

及
ひ

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

等
に

照
ら

し
て

、
妥

当
な

も
の

か
ど

う
か

の
検

証
が

必
要

と
な

る
た

め
、

福
祉

用
具

専
門

相
諌

員
は

、
サ

ー
ビ
ス
担

当
者

会
畿

等
を
通

じ
て

、
福

祉
用

具
の

適

切
な

選
庭

の
た

め
の

助
言

及
び

情
報

提
供

を
行

う
等

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。



O指
定

居
宅

介
護

支
援

等
の

事
叢

の
人
員
及

び
蓮

営
に
田
す

る
藷

準
に
っ
い

て
悼

成
11
年
7月

四
日
老
企

第
舵

号
厚

生
省

老
人
保

健
福
祉

局
査

画
課

長
通

知
〕
(掛

改
正

後
改

前

第
一
・

略

第
二

指
足

居
宅

介
護

支
援

等
の

事
業

の
人

員
及

び
運

営
に

開
す

る
基

準

1～
2略

呂
運

営
に

閲
す

る
墓

準

{1
)～

帖
)略

,

C7
)指

定
居

宅
介

護
支

援
の

基
本

融
扱

方
針

及
び

具
体

的
取

撫
方

針

①
～

⑲
略

⑳
福

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
福

祉
用

具
飯

禿
の
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
{の

反

映
{第

21
号

・
第
22
号
)

福
祉

用
具

貸
与

及
び

特
定

福
祉

用
具

販
売

に
つ

い
て

は
、

モ
の

特
性

と
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

、
モ

の
必

要
性

を
十

分
に
検

討
せ

ず
に

還
定

し
た

場
合

、
利

用
者

の
自
立

支
援

は
大

音
く
阻

害
さ
れ

る
歯

モ
れ

オ
{あ

る
こ

と
か

ら
、

検
討

の
過

程
を

別
途

記
録

す
る

必
要

押
あ

る
。

こ
の

た
め

、
介

護
支

援
専

門
員

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
福

祉
用

具
貸

与
星

び
特

定
橿

祉
用

具
販

売
セ
位

置
付

け
る
場

合
に

は
、

サ
ー

ビ
ス
担

当
者

会
議

を
開

催
L.
当

該
計

画
に

福
祉

用
具

貸
与
及

び
特

定
福

祉
用

具
販

売
が

必
要

な
理

由
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
福

祉
用

具
貸

与
に

つ
い

て
ほ

、
居

宅
サ

ー
ビ

ヌ
計

画
作

成
垂

塑

に
,・

じ
て

時
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
畿

を
開

催
し
て

、
利

用
者
Di
me
號
Lて

福
祉

用
具

貸
与

を
受

け
る
必

要
性

に
っ

い
て

専
門

的
意

見
を
聴

融
す

筍
と

と

も
に

検
証

し
、
継

続
Lて

福
祉

用
具

貸
与

を
量

け
る
必

要
距

あ
る
揚

合
に

は
、

そ
の

理
由

な
再

び
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

記
報

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
福

祉
用

具
貸

与
に

つ
い

て
は

以
下

の
項

目
に

つ
い

て
留

章
す

る
二

と
と
す

る
、

ア
～

ウ
略

助
～

瑠
略

く
呂

〕
～
{工

8)
略

第
一
・

略

第
二

指
定

居
宅

介
護

支
擾

等
の

事
業

の
人

員
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準

1-
・・

-2
略

3運
営

に
開

す
る

基
準

ll
}～

(6
}略

{〒
)指

定
居

宅
介

護
支

援
の

基
本

取
扱

方
針

及
び

具
体

的
融

接
方

針

⑪
～
⑲

略

⑳
福

祉
用

具
貸

与
及

ぴ
特

定
福

祉
用

具
販

売
の

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

へ
の

厘

映
{第

21
号

・
第
22
号

〕

福
祉

用
具

貸
与

及
び

特
定

福
祉

用
具

販
売

に
つ

い
て

は
、

モ
の

特
性

と
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
を

踏
ま

え
て

、
モ

の
必

要
性

を
十

分
に

検
討

せ
ず

に

雌
定

し
た

場
合

、
剰

用
者

の
自
立

支
援

は
大

き
く
阻

害
さ

れ
る

拓
そ

れ
が

あ

る
こ

と
か

ら
、

検
討

の
過

程
を

別
途

紀
録

す
る

必
要

崩
あ

る
。

こ
の

た
め
.介

謹
支

援
専

門
員

は
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
幅

祉
用

具
貸

与
及

び
特

定
福

祉
用

具
販

売
を
位

置
付

け
る
場

合
に

は
、

サ
ー

ビ
ス
担

当
者

皇
畿

を
開
催

し
.出

骸
計

画
に

橿
祉

用
具

貸
与

及
び

特
宙

福
祉

用
具

賑
売

が

1灘
鴨

搬
膿

雅
留

漉
サ
ー
ビ
ス
緬

作
成
継

く
と

六
月

に
一
・回

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
瞳

を
開

催
し
て

、
利

用
者

が
継

競
Lて

福
祉

用
具

貸
与

を
受

け
る

必
要

性
に

つ
い

て
専

門
的

童
見

を
聴

臨
す

る
と

と
も

に
強

証
し
.鮭

綻
Lて

福
祉

用
具

貸
与

を
受

け
る
必

要
オ
三
あ

る
場

合
に

は
、

そ
9}
理

由
を
再

び
居

宅
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

記
職

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。

ま
た

、
嘔

祉
用

具
貸

与
に

つ
い

て
は

以
下

の
項

目
に

つ
い

て
留

章
す

る
こ

と
と
す

る
.

ア
～

ウ
略

恥
・一

鴎
略

〔
呂
)一

一
(l
s)
略

圏



O指
定

介
護

予
防

支
援

等
の

事
巣

の
人

員
及

び
運

営
達

び
に

指
定

ゴ
藍
予

防
支

援
等

に
係

る
弁

護
予

茄
」
,た

め
の
{=
的

な
支

援
の

カ

月
31
日

老
振

発
第
03
3:
0e
3号

・
老

老
艶

第
03
31
01
6号

厚
生

労
働

省
老

健
局

振
興
課

長
、

老
人

保
漣

課
長

連
名
t:
知
)〔

抄
)

二
開
す

る
蕩

準
に

つ
い

て
成

田
年

且

改
正

径

第
一

略

第
二

指
定

介
護

予
防
支
援

等
の

事
業

の
人
員

及
び
運

営
並
び

に
指

定
介
甑

予
防
支
援

等

に
係

る
介
謹

予
防

の
た
め
の

勤
果
的

な
支

援
の
方

法
に

開
す

る
基
準

1～
且

略

4介
議

予
防

の
た
め

の
劫

果
的

な
支
援

の
方
注

に
関
す

る
垂
準

{1
}①

～
o略

改
ユ
ト

前

四
介

護
干

肪
福

祉
用

具
貸

与
盈

び
介

謳
予

肪
特

定
福

祉
用

具
賑

兜
の

介
謳

予
防
1

サ
ー

ビ
'ス

計
画

へ
の

辰
映
{第

23
号

・
Z4
号
)

介
誕

予
防

福
祉

用
具

貸
与

及
び

介
謳

予
防

特
定

福
祉

用
具

販
売

に
つ

い
て

は
、

そ
の

特
性

と
利

用
者

の
心

身
の

状
況

等
と
踏

ま
え

て
、

そ
の

必
要

性
を

十
1

分
に

検
討

せ
ず

に
選

定
し
た

場
合

、
利

用
者

の
自
立

支
捉

は
大

き
く

阻
害

さ
れ

る
お

モ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

検
討

の
過

程
を

別
途

記
録

す
る
必

要
洋

あ
石
.

二
の

た
め

、
担

当
職

員
は

、
介

護
予

肪
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

介
睦

予
防

福
祉

用

具
貸

与
及

び
介

護
予

防
特

定
福

祉
用

具
販

売
を
位

琶
付

け
る

場
合

に
は

、
サ

ー

ビ
ス

担
当

者
会

謳
を

開
催

し
、

当
謀

計
画

に
介

謎
予

防
福
祉

用
具

貸
与

星
ぴ

介

謳
予

防
特

定
福

祉
用

具
賑

亮
が

必
要

な
理

由
を
記

毅
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
介

謹
予

防
特

定
福

祉
用

具
販

亮
に

つ
い

て
は

、
介

謳
予

防
サ

ー
ビ

ス

計
画

作
成

彼
必

に
、
じ
て

騨
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
離

を
開

催
し
て

、
利

用

者
餌

維
続

し
て

介
謹

予
防

福
祉

用
具

貸
与

を
畳

け
る

必
要

性
に

つ
い

て
専

門
的

意
見

を
聴

取
す

る
と

と
と

も
に

検
証
L、

継
観

し
て

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

を
受

け
石

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
,モ

の
理

由
を

再
び

介
趣

予
防

サ
ー

ビ
ス

計

画
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
介

箇
予

防
福

祉
用

具
貸

与
に

っ
い

て
は

堺
下

由
項

目
に

つ
い

て
留

意

す
る

こ
と

と
す

る
、

ア
～

ウ
略

第
一
・

略

第
二

指
定
介
蔑

子
防
支
援

等
の

事
鑑

の
人

員
及

び
蓮
営

並
び

に
指

定
介

謹
予
防

支
援

算

に
係

る
介
護

予
防
の

た
め

の
勃
果

的
な
支
援

の
方

怯
に

聞
す

る
基

準

1・
㌔
3略

4介
謳
予
防

の
た
め

の
効

果
的

な
支
援

の
方
怯

に
開
す

る
墓

準

{v
①

～
o略

四
介

謎
予

防
福

祉
用

具
貸

与
及

び
{卜

護
子

防
特

定
福

祉
用

具
販

売
の

介
謹

予
防

サ
ー
・
ビ
ス

計
画

へ
の

反
映

〔
第
23
号

・
24
号
)

介
護

予
陪

福
祉

用
具

貸
与

皿
び

介
護

予
防

特
定

幅
祉

用
具

顕
売

に
つ

い
て

は
、

モ
の

特
性

と
利

用
者
O心

身
の

状
況

等
と

踏
ま

え
て

、
そ
O必

要
性

を
十

分
に
検

討
せ

ず
に

選
定

し
た

掛
合

、
利

用
者

の
自
立

支
援

は
大

き
く
阻

害
さ

れ

る
お

モ
れ

が
あ

る
こ

と
か

ら
.構

討
の

過
程

を
別

途
記

錬
す

る
必

要
#あ

る
、

こ
の

た
め

、
担

当
職

員
は

、
介

護
予

防
サ

ー
一
ビ

ス
計

画
に

介
護

予
防

福
祉

用

具
貸

与
及

び
介

謹
予

防
特

定
福

祉
用

具
躁

売
を
位

置
付

け
る

場
台

に
は

、
サ

・一

ビ
ス
担

当
者

会
講
iを

開
催

し
、

当
該

計
画

に
介

謹
予

防
福

祉
用

具
貸

与
及

び
介

謹
予

防
特

定
福

祉
用

具
販

亮
癖

必
要

な
理

由
を

記
韓

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
韓

、
介

護
予

肪
特

定
福

祉
用

具
販

売
に

つ
い

て
は

、
介

謹
「卜

肪
ザ

ー
ビ

ス

計
画

作
成

後
'孟

く
と

六
月

に
一

回
は

随
時

サ
ー
一
ビ

ス
担

当
者

会
誰

を
開

催

し
て

、
利

用
者

が
結

競
し
て

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

を
受

け
る

必
要

性
に

つ

L・
て

専
pe
的

意
見

を
聴

耳
気
す

る
と

と
と

も
`こ

検
訂正

L、
継

調
亮
し

て
介

護
予

防
福

祉
用

具
貸

与
を
受

け
る

必
要

が
あ

る
協

合
に

拡
、

そ
の

理
由

を
再

び
介

謹
干

防

サ
ー

ビ
ス
計

画
に

記
戦
Li
sけ

れ
ば

な
ら

な
い
.

ま
た

、
介

護
予

防
ts
:i
i用

具
貸

与
i"
い

て
は

以
下

の
項

目
に

つ
い

て
留

章

す
る

こ
と

と
す

る
。

ア
～

ウ
略

團



O指
定

介
護

老
人
福

祉
施
設

の
人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基
準

に
つ

い
て
1平

成
【
2年

3月
17
日

老
企

窮
43
号

厚
生
省

老
人
保

健
櫃

祉
局
企

画
課

長
通
畑
(抄

)

改
正

正
前

第
一
・～

第
三
(略

}

第
四

運
営

に
関

す
る

基
準
1

1・
一・

24
〔

略
〕

25
衛

生
管

理
等

{ユ
}〔

略
〕

(2
) 又
謹
魏

鐡
b謄

}1
欝

黎
芸
書
醤
跨

灘
雛

諾
厳
i

の
①

か
ら
④

ま
で
の

融
扱

い
と
す

石
こ
と
,

①
感

染
症

及
び
食

中
毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止
の

た
画
m対

黄
を
検

討
鵜

熟
け
轍

症
購

中
毒
嚇

及
び
ま
脚

防
止
1

の
た

め
の

対
策

を
検

剖
す

石
婁

員
会

似
下

「憩
典

対
策

委
員

会
」
と
い
).
)

で
あ

り
、
幅

広
い

職
種
(例

え
ば

、
施

設
長
(管

理
者
)、

事
霧

長
、
医

師
、

看
謹

職
員

、
介

護
職

員
、

栄
獲

士
、

生
話

相
誼

員
}に

よ
り
構

成
す

る
.購

成
メ

ン
バ

ー
の

責
務

艮
ぴ

役
割

分
担

を
明

確
に

す
る

と
と

も
に

、
専
任

の
感

染
対

策
を

担
当

す
る
者

似
下
f感

染
対

策
担

当
者

」
と

い
う
。
)を

決
め

て
お

く
こ

と
コ悼

必
要

で
あ

る
、

染
、
策

ム
は

入
肩

の
羽

な
ど

第
一
・～

第
三
{略

)

第
四

厘
営

に
開

す
る

基
津

1㌔
24
儲

〕

25
,衛

生
管

理
簿

{]
}儲

)

の
に

応
じ

お
お

む
ね
3M
に
1回

盟
上

に
闘
催

す

と
と

に
謳
L行

る
時

し
て
必

に
応

じ
時

催
す

る
必

要
が

あ
る
.

な
お

、
感

染
対

策
委

員
会

は
,運

営
婁

員
会

な
ど
施

胆
内

の
他

の
垂

員
会

と
独

立
し
て

殿
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

墜
要

で
あ

る
が

準
'3
5

13
に

定
生
O止

の
た

め
の
Aに

つ

い
て

は
、

眼
り
'

オ
1

第
会

と
相
互

に
が

い
れ

こ
と

か
こ

一
に

己

る
こ

し
え
な
い

感
箆

対
策
担

当
舌

は
看
護

師
で
あ

る
こ

と
甥

望
ま

し
い
。

ま
た

、
施

般
外

の
感

染
管

理
等

の
専

門
家

を
委

員
と

し
て

稜
極

的
に
活

用

す
る

こ
と

が
望

ま
し
い
。

②
～

④
儲
)

26
㌔
50
1略

}

31
事

故
発

生
の

防
止

及
.び

発
生

時
の

封
応
{1
=喧

省
令

詩
書
5条

)

C2
)基

塵
省

令
第
27
条

第
2項

に
規

定
す

る
感

染
症

又
は
食

中
毒

が
琵

生
し
,

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う
に

罐
ず

る
べ

音
措

置
に

う
い

て
は

、
具

体
的

に
は

次

の
①

か
ら
④

ま
で

の
取
扱

い
と
す

る
こ

と
。

①
感

竣
症

艮
ぴ

食
中

毒
の

『
F防

最
ぴ

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を
験

言寸
す

る
婁

員
会

、

当
骸

施
詮

に
お

け
る
感

竣
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

似
下

「悲
染

対
策

嬰
員

会
」
と

い
う
。
)

で
あ

ワ
.幅

広
い
職

程
(例

え
ば

、
施

訟
長
{管

理
者
}、

事
務

長
、

医
師

、

看
謹

職
員

、
介

謳
職

員
、
栄

養
士

、
生

晒
相

談
員

〕
に

よ
り
構

成
す

る
.槽

成
メ

ン
バ

ー
の

責
務

及
び

役
割

分
担

を
明

確
に

す
石

と
と

も
に
,専

任
の

感

染
対

策
を

担
当

す
る
者
(以

下
r感

染
対

策
担

当
者

」
と
い

う
e)
を

決
め

て
鞘

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
.

な
把
.感

染
対

策
委

員
会

は
、
運

営
委

員
会

な
ど
施

詮
内

の
他

の
委

員
会

と
独

立
し

て
設

置
・
運

営
†

る
こ

と
が

必
要

盟
L」

感
染

対
策

担
当

者
は

看
謹

師
で

あ
る

こ
と

が
望

ま
し
い
。

ま
た
.施

設
外

の
感

染
管
理
等

の
専

門
家

を
委

員
と

し
て
積

極
的

に
括

用

す
る

こ
と

謳
望

ま
し

い
.

②
㌔

④
`略

〕

26
㌔
30
〔

略
)

31
事

故
鞘

生
の

防
止

艮
'坦

生
時
o㌃

.傷
準
省

令
第
35
鋤

團



(1
)・

く
2}
(略

1

(3
〕

事
故

発
生

の
防

止
の

た
め

の
婁

員
会

〔第
1項

第
3号

〕

{略
〕

な
お

、
事

故
防

止
検

討
婁

員
会

は
.運

営
婁

員
会

な
ど
他

の
蚕

且
塗

と
1

「

独
立

し
て

設
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
跡

、
盤

典
射

無
釜

員
会

に
つ

い
て

は
一

閨
1垂

丈
圭
璽

種
、

亟
り
掻

う
事

項
算
Dl
事

故
防

止
検

肘
i委

員
会

と
相

互
に

開
係

が
深

い
と
認

め
ら
れ

る
こ

と
か

躯
こ
れ

と
一

体
的

〔
1}
(2
}〔

略
}

(3
)耳

哉
晃

生
の

防
止

の
た

め
の

委
員

蛮
`第

1項
fi
3{

儲
)

な
お

、
事

故
防

止
検

討
婁

員
会

は
、

運
営

委
員

会
な

ど
他

の
委

員
会

と

独
立

し
て

設
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

必
要

鯉
」
_責

任
者

は
ケ

ア
全

般

の
責

任
者

で
あ

る
こ

と
オ
ニ望

ま
し
い

サ

に
龍

置
・
埋

営
†

る
こ

と
も
差

し
支

え
な

い
。

事
故

防
止

検
甜

委
1員

会
の

責
儲

は
ケ
7a
般

頒
儲

で
踊

二
th
S望

ま
し
い
・
1

ま
た

、
事

故
防

止
検

討
委

員
会

に
施

設
外

の
安

全
対

策
の

専
門

豪
を
釜

ま
た

、
事

故
防

止
検

討
重

員
会

に
施

設
外

の
安

全
対

策
の

専
門

家
を
委

員
と
Lて

積
極

的
に

話
用

す
る

こ
と
ht
望

ま
し
い

。
員

と
し
て
積

極
的

に
活

用
す

る
こ

と
nS
望

ま
し
い

。

{4
}・

(5
)(
略
)〔

4)
〔
5)
1略

)

32
{略

)3
2〔

略
)

第
五

・
第

六
〔略

}第
五

・
第

六
{略

}



O介
護

老
人

保
健

施
設

の
人

員
、

施
誰

及
び

設
備

豊
ぴ

に
運

営
に

関
す

る
基

遡
に

つ
い

て
{平

成
13
年
B月

i7
ヨ

老
企

第
44
号

厚
生

省
老

人
保

健
旭

祉
局

企
画

課
長

通
鋤

〔抄
)

改
正

改
正

前

第
一

～
第

三
{略

}

第
四

運
営

に
蘭

す
る
基

準

1～
24
儲
)

25
衛

生
管

理

11
〕
(略

)

(2
)基

掘
第
29
条

に
規

定
す

る
臨

染
症

又
は

食
中

毒
ボ

発
生

し
.又

は
ま

ん

延
し
な

い
よ

う
に

誹
ず

る
べ

者
措

置
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

に
は

旗
の
①

か
ら

④
ま

で
の

耽
扱

い
と

す
る

こ
と
、

①
櫨

染
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止
Oた

め
の

対
策

を
撞

討
す

る
委

員
会

当
該

施
設

に
‡
5け

る
感

染
症

及
び

食
中

毒
の

苧
防

及
び

ま
ん

延
碑

防
止

鴇
9礎

繍
編

讐
1叢

「鶴
鐸解

魏
愛
臨
il

看
謳

職
員
.介

謹
職

員
.栄

義
士
.生

活
相

韻
員
)に

よ
り
構

成
す

る
,構

成
メ

ン
バ

ー
の

責
務
及

び
役

割
分
担

を
明
確

に
す

る
と

と
も
に

、
専
任

の
感

染
対

策
を
担

当
す

る
者
(以

下
「感

染
対
策

担
当
者

」
と
い

う
、

〕
を
決

め

て
お

く
こ
と
茄
必

嬰
で

あ
トる

。
一

の
に

・じ
歯
お

む
ね
3に

1回
盆

上
定

的
に

開
る

鯖
一

～
第

三
`路

}

1期
運
営
燗

す
僻

症
那

行
る
時

等
を

し
て
必

に
応

じ
憩

時
開

1～
24
〔

略
〕

25
衛

生
管

理

{1
){
略
}

{2
)碁

準
第
2臼

条
に

競
定

す
る
感

染
症

又
は

食
中

毒
が

罷
生

し
、

又
lt
Lま

ん

延
し
な

い
よ

う
に

話
ず

る
べ

き
措

置
に

つ
い

て
は
,具

体
的

に
帷

次
の

①
か

ら

④
ま

で
の

取
撞

い
と
す

る
こ

と
.

①
感

難
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

証
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

当
該

砲
設

に
お

け
る

感
紮

症
及

び
食

中
毒

の
予

防
及

び
ま

ん
延

の
防

止

の
た

め
の

対
箪

を
検

討
す

る
委

員
会

似
下

「感
染

対
策

委
員

会
」
と

い
う
。
}

で
あ

り
,幅

広
い

職
種

制
え

ぱ
、
施

殴
長

借
理

者
〕
、

事
鵬

長
、
医

師
、

看
韻

職
員

、
介

護
職

員
、
衆

養
士

、
生

活
相

醗
員
}に

よ
り
構

成
す

る
自

構

成
メ

ン
バ

ー
の

責
携

及
び

役
割

分
担

を
明

確
に

す
る

と
と

も
に

、
耳

任
の

感

染
対

第
を

担
当
す

る
者

〔以
下

「感
典

対
策

担
当
者

」
と
い

う
.〕

を
決

め

て
お

く
こ

と
証

必
要

で
あ

る
や

と
に

一 と翻
.難

響
蓬
暑
享
薙

難
影
壽毬
乞票

設
内
の
他
雪
欝
1 到

な
お
,感

竣
対

策
喬

員
会

は
.運

営
委

員
会

な
ど
施

股
内

の
他

の
婁

員
金

と
独

立
し
て

講
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

必
要

工
重

』
L磁

染
対

策
担

当
者

は

看
護

師
で

あ
る

こ
と

韻
望

ま
し
い

督

ま
た

、
施

蹴
外

の
感

聾
管

理
等

の
専

門
竈

を
垂

員
と

し
て

穣
唖

的
に

苗
用

す
る

こ
と
オ
{望

ま
し
い
,

②
～
④

く略
}

26
・
v3
0(
略
)

31
事

敵
発

生
の

防
止

及
び

鞄
生

時
の

却
下

圏



①
・
②
{略

}

③
事

故
発

生
の

防
止

の
た

め
の

委
員

会

儲
〕

む
お

、
事

故
防

止
検

討
委

員
会

は
、

蓮
営

重
員

会
む

ど
他

の
委

員
会

と
独

立
Lて

設
置

・
週

営
す
6こ

と
hS
必

要
で

あ
る

恭
会

に
つ

い
て

は
り
'が

止
=オ

・

相
互

に
ua
za
hS
深

い
US
Uめ

ら
れ

る
こ

と
重
も

高
批

一
働

眼
価
1

こ
と

し
え

な
い

事
止

・
ム

の
責

任
者

は
ケ

ア
全

般
の

責
任

者
で

お
る

こ
と
押

望
ま

し
い
、

ま
た

、
事

故
防

止
検

肘
委

員
会

に
施

設
外

の
安

全
対

策
の

専
門

蒙
を
委

員

と
Lて

積
極

的
に

括
用

す
る

こ
と
hS
望

ま
し
い
.

④
・
⑤
(略

〕

32
・
33
(略

)

第
五

・
第

六
(略

}

¢
・
②

儲
'

③
事

益
発

生
の

防
止

の
た

め
の

蛋
員

会

儲
'〕

な
お

、
事

故
防

止
撞

討
婁

員
会

は
、
週

営
委

員
会

な
ど
他

の
蚤

員
会

と
独

立
し
て

設
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

必
要
鯉
L」

責
任

者
は

ケ
ア

全
般

の
責

任
者

で
あ

る
こ

と
謳

望
ま

し
い

。

ま
た

、
事

哉
肪

止
検

討
婁

員
会
に
施

設
外

の
安

全
対
策

の
専

門
家

を
委

1員
と

し
て

租
極

的
に
活

用
す

る
こ

と
が

望
ま

し
」
㌔

④
・
⑤

儲
)

32
・
33
1略

〕

第
五

・
第

六
く略

}



O指
定

介
護

療
養

型
医

擦
塊

腔
の

人
員

、
殴

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

箪
に

っ
い

て
倖

成
12
年
3月

1〒
日

老
企

第
45
号

厚
生

省
老

人
保

槌
福

祉
局

企
画

課
長

通
知
){
抄

〕

正
改

正
前

染
対

箪
を

担
当

す
る
者

似
下

「嫁
染

対
策

担
当
者

」
と
い

う
.)
を

決
め

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
感

典
対

策
重

員
会

は
、
入

所
者

の
状

況
な

ど

施
艦

の
状

況
に

応
じ

、
お

お
む

ね
呂
月

に
1回

以
上

、
定

期
的

に
開

催
十

る

と
と
も
に

、盛
陸

症
謳
流
行

す
る
時

塑
笠

を
勘

案
Lて

必
要

に
応

じ
随
時

闇

催
す

る
泌

悪
ボ
ih
る

。

な
歯

、
感

染
対

策
重

員
会

は
、
運

営
婁

員
会

な
ど
施

設
内

の
他

の
婁

員
会

と
独

立
し
て
眼

置
・
運

営
す

る
こ

と
郡

必
要

葦
あ

る
恭

、
基

準
第
54
東

箪

1項
第
a号

に
規

定
す

る
事

故
舜

生
の

防
止

の
た

め
の
蚕

員
…豊

に
っ

い
て

は
、関

係
す

る
聯

種
、
取

り
扱

う
墜
項

等
謳
感

染
対
策
曇

員
会

と
相
互

に
関

係
謳

深
い

と
認

め
ら
れ

る
ー

と
か

ら
、
一
こ

れ
と

一
倥

的
に

置
置

・
運

営
す

る
,と

も
差

し
支

え
な

い
.感

染
対

策
担

当
者

は
看

誰
師

で
あ

る
こ

と
が

望
ま

し
い
.

ま
た

、
施

眼
外

の
感

染
管

理
等

の
専

門
家

を
重

員
と
Lて

殖
極

的
に
活

用

す
る

こ
と

が
望

ま
し
い
.

②
～

④
儲
,

24
～
27
(田

帥

28
事

故
発

生
の

防
止

及
び

発
生

時
の

対
応

第
一

～
第

三
`略

〕
第

一
～

第
三

亡略
}

第
四

運
営

に
閲

す
る

基
距

第
四

運
営

に
蘭

す
る
基

準

1高
・・

22
(略

)1
'`
・
Lr
22
{略

}

23
衛

生
管

理
等
23
衛

生
管

理
節

〔
1)
〔

略
)〔

11
く

略
〕

C2
)基

準
第
2e
果

に
規

定
す
`感

染
症

又
は

食
中

推
洋

苑
生

し
、

又
は

ま
ん
C2
、

甚
抽

第
3后

粂
に

観
定

す
る
感

典
症

又
は

食
中

毒
ht
発

生
L、

又
は

ま
ん

延
し
な

い
よ

う
に

辮
ず

る
べ

き
措

置
に

つ
い

て
は

、
具
俸

的
に

棺
龍

の
①

か
ら

延
し

奪
い

よ
う
に

誹
ず

る
べ

き
措

置
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

に
は

次
の

①
か

ら

④
ま

で
の

取
撞

い
と

す
る

こ
と
。

④
ま

で
の

融
振

い
と
す

る
こ

と
.

①
感

染
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

坊
止
の

た
め

の
対

策
を
検
1①

感
典

症
及

び
食

中
毒

の
予

防
&び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会
1討

す
る

婁
員

会

当
眩

施
服

に
お

け
る
感

棄
症

及
び

食
中

塁
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

当
謹

施
設

に
鮎

け
る
感

典
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
婁

員
会

〔以
下

「描
典

対
策

委
員

蛮
1と

い
う
e}
Oた

め
O対

策
を
盤

討
す

る
委

員
会

似
下

「悪
染

対
策

曇
員

会
」
と
い

う
。
)

で
あ

舶
、
幅

広
い

職
種
1倒

え
ば

、
施

設
長

〔管
理

者
〕
、

事
窮

長
.医

師
、

で
あ

り
、
幅

広
い

職
踵

〔例
え

ば
、
施

設
長

〔管
理

者
}、

事
篇

長
、
匡

師
、

看
讃

職
員

、
介

謹
職

員
、
栄

養
士

、
生

括
相

談
員
)に

よ
bM
nt
す

る
、

構
1看

謳
珊

員
、
介

謳
職

員
、
栄

黄
士
.生

括
相

談
員
}に

よ
匂
構

成
す

る
・

構

成
メ

ン
バ

ー
の
購

及
tr
u割

分
担

糊
確

に
す

る
と
と

も
に
薄

任
嚇
lm
fン

パ
ー
頒

務
mv
役

割
分
擬

明
確

に
Uと

と
も
に
,尊

任
oa
n

染
対

策
を
担

当
す

る
者

似
下

「感
典

対
黄

担
当
者

」
と
い

う
。
}を

映
め

て
お

く
こ

と
曲
判
と
・要

で
あ

る
。

な
お

、
感

紮
対

箪
婁

員
会

は
、
運

営
婁

員
会

な
ど

施
詮

内
の

他
の

重
員

会

と
袖

立
Lて

設
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

必
要

聾
』
⊥

感
染

対
策

担
当

者
は

看
護

師
で

あ
る

こ
と
が

望
ま

し
い
、

ま
た

、
施

設
昇

の
感

竣
管

理
等

の
専

門
家

を
婁

員
と

し
て

積
極

的
に

活
用

す
る

二
と
茄

望
ま

し
い
、

②
～

④
儲
)

24
～
-2
7{
略
)

28
事

故
売

生
の

防
止

盈
丁
"精

生
時

の
't
L

国



①
・
②

儲
)

③
事

故
発

生
O防

止
の

た
め

の
委

員
会

指
定

介
護

療
義

型
医

療
施

設
に

お
け

る
「
事

故
亮

生
の

防
止

の
た

め
の

撞

討
委

員
会

」
(以

下
「事

敵
防

止
検

討
委

員
台

」
と
い

う
。
)は

、
介

謹
事

敵
発

生
の

防
止

及
び

再
発

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
会

で
あ
,

り
、
輻

広
い
聴

種
(例

え
ば

施
殴

長
(管

理
者
)、

事
酪

長
、

医
師

、
看

圏

護
職

員
、
介

護
職

員
、
生

活
相

談
員
)に

よ
り
構

成
す

る
。
構

成
メ

ン
バ

ー

e責
務

及
び

役
割

分
担

を
明

確
に
す

る
と

と
も

に
、
専
任

の
安

全
対

第
を

担

当
す

る
者

を
決

め
て

お
く

こ
と
群

必
要

で
あ

る
曲

な
お

、
事

故
防

止
検

酎
委

員
会

は
、
逓

営
委

員
会

な
ど
他

の
蚤

員
会

と
独

立
し

て
設

置
・
運

営
す

る
二
1

と
力
二必

要
で

が
会

に
つ

い
て

は
開
係

切
'事

ボ
止

・
会

と
相

互
に

係
ボ

深
い

レ
亜

め
ら
れ

る
こ

と
か

ら
こ
れ

一
に

・
営

る
こ

と
差

し

え
ナ

い
止

△
の

責
任

者
は

ケ
ア

全
服

の
責

任
者

で
あ

る

こ
と
押

望
ま

し
い
aま

た
、
事

故
防

止
検

討
婁

員
会

に
砲

醗
外
O安

全
対

策

の
専

円
象

を
婁

員
と

し
て

積
極

的
に

括
用

す
る

こ
と
が

望
ま

し
い
。

④
・
㊥

儲
〕

2臼
・

呂
o{
略
}

第
五

・
第

六
1略

)

①
・
②

儲
}

③
事

故
髭

生
の

肪
土

の
た

め
の

委
員

会

指
定

介
踵

療
養

型
医
療

施
設

に
帖

け
る
f事

故
発

生
の

防
止

の
た

め
の

検

討
婁

員
金

」
1以

下
「事

故
防

止
検

討
婁

員
会

」
と
い

う
。
)は

、
介

謹
事

故
聚

生
の

防
止

丑
ぴ

再
鞘

防
止

の
た

め
の

対
策

を
検

討
す

る
委

員
皇

で
あ

り
、

幅
広

い
塒

種
〔例

え
ば

、
施

訳
長
1管

理
者
)、

事
務

長
.医

師
、
看

謹
職

員
、
介

謳
職

員
、
生

居
相

映
員

〕
に

よ
り
構

成
す

る
。

構
成

メ
ン

バ
ー

の
舞

務
及

び
投

割
分

担
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
.専

任
の

安
全

対
策

を
担

当
す

石
者

を
決

め
て

お
く

こ
.と

証
必

要
で

あ
る
、

な
お

、
事

故
防

止
検

討
委

員
会

は
、
理

営
婁

員
会

な
ど
他

の
委

員
会

と
独

立
Lて

股
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

必
要

三
型
L責

任
者

は
ケ

ア
全

段
の

責
任

者
で

あ
る

こ
と
が

望
ま
L

1、
・ 。

吉
た
_事

故
防

止
検

肘
委

員
会

に
施

設
聾

の
安

全
対

策
の

尊
門

家
を

婁

員
と

し
て
積

極
的

に
活

用
す

る
こ

と
DI
望

ま
Lい

e

④
・
⑤
1略

)

29
・
30
僻
i〕

第
五

・
第

六
く略

)



O指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
及

ぴ
指

定
地

城
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス
に

閲
す

る
基

準
に
つ

い
て

〔平
成
Is
nF
3月

31
日

老
計

晃
03
31
00
曲

号
・
老

撫
罷
03
31
00
4号

・
老

老

ve
o3
31
01
〒

号
厚

生
労

働
省

老
健

局
計

画
課

長
、

振
興

課
長

、
老

人
保

健
課

長
連

名
通

岳
[〕

改
正

後

砂
〕

改
正

前

第
一

・
第

二
(略

〕

第
三

地
域

密
着

型
サ

ー
ピ

ス
ー

～
五
(略

)

六
地

城
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

入
所

者
生

活
介

謎

1～
ヨ
{略

〕

4運
営

に
関

す
る

基
準

{1
)～

(1
6}
C略

)

〔
17
〕

衛
生

管
理

等

①
儲
)

コ

②
基

畢
第
15
1条

第
2項

に
規

定
す

る
感

染
症

又
は

食
中

翫
蝿

生
L、

i

又
は

ま
ん

延
し
な

い
よ

う
に

謂
ず

る
尺

き
措

置
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

に
は
1

次
の

①
か

ら
④

ま
で

の
取

扱
い

と
す

る
こ

と
、

イ
醸

典
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を

検
肘

す
る
委

員
会

当
睦

施
醗

に
お

け
る

臨
染

症
及

び
食

中
毒

碑
予

防
及

び
ま

ん
延

の
防

止
の

た
め

の
対

策
を
検

甜
す

石
婁

員
会

似
下

憾
染

対
策

委
員

会
」

と

い
う
,〕

で
あ

り
、

幅
広

い
職

種
{倒

え
ぱ

、
施

設
長

〔管
理

者
}・

事

務
長

、
医

師
、
E謹

職
員

、
介

護
髄

員
、

栄
養

士
.生

活
相

韻
員
}に

よ
i

り
構

成
す

る
.構

成
メ

ン
バ

ー
の

責
務

及
び

役
割

分
担

を
明
確

に
す

る
と

と
も

に
、
専

任
の
感

撫
対

策
を

担
当
す

る
者

似
下

「感
竣

対
策

担
当
者

」
,・

箕
血

は
と

い
う
。
}を

決
め

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
お

る
。
'

入
の

・
±

ど
の

に
応

じ
'お

ね
3月

に
ユ

ロ
=

上
に

る
に

染
が

行
す

る
時

等
読

翫

な
瓢

感
染
対
購

飴
は
浬

騒
醗

な
ど
施
撚

の
他
の
or
ai

し
て

必
に

応
じ

時
以

が
あ

る

第
・一

・
第

二
(略

}

第
三

地
城

密
着

型
サ

ー
ビ
ス

ー
～

五
く略

1

六
地

城
密

著
型

介
護

老
入

福
祉

施
置

入
所

者
生

活
介

踵

1㌔
5儲

〕

4運
営

に
関

す
る
甚

準

`]
L)
～
(1
6)
〔

略
〕

く
17
〕

蜥
生

管
理

等

①
{略

〕

②
基

㌍
第
15
1条

第
2項

に
規

定
す

る
感

竣
症

又
は

食
中

毒
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し
な

い
よ

う
に

謳
ず

る
べ

き
措

置
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

に
は

龍
の

イ
か

ら
二

ま
で

の
融

扱
い

と
す

る
こ

と
唱

イ
感

染
症

最
び

食
中

毒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の

対
策

を

検
討

す
る

委
員

会

当
蹟

施
詮

に
お

け
る
感

染
症

及
び

食
中

騒
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防

止
の

た
め

の
対

策
を
検

討
す

る
婁

員
会

似
下

「感
染

対
策

蚕
員

会
」

と

い
う
.)
で

あ
り
、

幅
広

い
職

種
{例

え
ば
.施

設
長
1管

理
者

〕
、

事

携
長

、
医

師
、

看
護

轟
員

、
介

護
職

員
、
栄

養
士

、
生

活
相

誤
員
}に

よ

り
構

成
す

る
。
柵

成
メ

ン
バ

ー一
の

責
務

及
び

投
割

分
担

を
明

確
に

す
る

と

と
も
に

、
専
任

の
感

染
対

箪
を

担
当

す
る
者
1以

下
「感

染
対

策
担

当
者

」

と
い

う
、

〕
を

決
め

て
お

く
こ

と
h…

必
要

で
あ

る
.

会
と
抽

立
し
て

詮
置

・
運

営
†

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
証

な
お

、
感

聾
対

無
委

員
会

は
、
運

営
婁

員
会

な
ど
施

設
内

の
他

の
委

員

会
と

独
立
Lて

設
置

・
運

営
す

る
こ

と
が

必
要
工
塾
L_
堪

豊
対

策
担

当

者
は

看
謳

師
で

あ
る

二
と

那
望

ま
し

圏



責
任

者
は

ケ
ア

全
般

の
責

任
者

で
あ

る
こ

と
が

望
ま

し
い
、

ま
た

、
事

敵
防

止
検

討
婁

員
会

に
施

設
外

の
安

全
対

策
の

専
門

家
を

委

員
と
Lて

積
極

的
に

渚
用

す
る

こ
と
ts
望

ま
し
い

、

④
・
⑤

〔略
)

C2
2)
{略

)

5・
6儲

)

第
四

儲
〕

ま
た

、
1垣
設

外
の

感
葺帖

]等
の

励
門

家
を

委
員

と
し

て
積

極
的

に
活

用
す

る
こ

と
#望

ま
し
い
.

ロ
㌔

二
〔略

〕

`1
8)
AL
-〔

20
〕
{略

)

{2
1〕

事
故

琵
生

の
防

止
盈

び
艶

生
時

の
対

応
(基

準
第
15
5柴

〕

①
・
②
1略

〕

③
事

故
罷

生
の

防
止

の
た

め
の

重
員

会
1第

1項
蛸

且
号
)

〔略
)

な
拓

、
事

故
防

止
験

酎
委

員
会

は
、
運

営
婁

員
会

な
ど
他

の
委

員
脅

と

独
立

し
て

醗
置

・
運

営
す

る
こ

と
乖

必
要

艶
ユ
L責

任
者

は
ケ

ア
全

般

の
責

任
者

で
島

る
こ

と
h:
望

ま
Lい

e

ま
た

、
事

故
防

止
検

討
委

員
会

に
施

醗
外

の
安

全
対

策
の

専
門

家
を

登
員

と
し
て

積
極

的
に

后
用

す
る

こ
と

謳
望

ま
し

い
。

④
・
⑤
(略

)

c2
2〕

1略
)

5・
6儲

}

第
四

〔略
1



O指
定

居
宅

廿
一

ビ
ス
に

要
す

る
費
用

の
額

の
算

定
に
蘭
す

る
基

準
〔短

期
入
所

サ
ー

ビ
ス
及

び
特

定
施

設
入
居

者
生

居
介
護

に
係

る
部

分
}及

び
指

定
施

設
サ
ー

ビ
ス
等

に
要
す

る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
の

制
定

に
伴

う
実

施
上

の
留
意
事

項
に
つ

い
て
1平

nt
L2
年
3月

8且
老
企

第
南
r号

厚
生

省
老

人
保

健
福

祉
局

企
画
課

畏
遁

知
}1
抄
}

改
正

改
正

前

第
一
・

偶
〕

第
二

居
宅

サ
ー

ビ
ス

単
位

数
表
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介
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介
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介
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介
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